
 

 
 
 
 

 

要約 
 本基準案は、IFRS 第 1 号を以下のように改訂することにより、初度適用企

業に対する免除措置を提案している。 

-初度適用企業が、IAS 第 39 号における認識の中止の要求を遡及的に

適用する必要がないよう、金融資産および負債の認識の中止の将

来に向かっての適用が要求される日を「2004 年 1 月 1 日」から「国際

財務報告基準（以下「IFRSs」という）への移行日」に改訂する。 

 

-金融資産および負債の公正価値測定の要求の将来に向かっての適

用が要求される「固定された日」以後の取引を、「IFRSs への移行

日」以後の取引に改訂する。これにより、初度適用企業は、「IFRSs

への移行日」より前に起こった取引について、金融商品の当初認識

にかかる｢デイワン(day 1) ｣の差額を再計算する必要がなくなる。   

 コメント募集期間は、2010 年 10 月 27 日までである。 

 
提案の概要 
2010 年 8 月 26 日、国際会計基準審議会（以下「IASB」という。）は、IFRSs の初度適用企業に対する

免除措置を提供する、IFRS 第 1 号改訂の公開草案 ED 2010/10「初度適用企業に対する固定された

日の削除」（以下「ED」という。）を公表した。 

 

本 ED は、IFRSs の初度適用企業が IAS 第 39 号「金融商品－認識および測定」における認識の中止

の要求を遡及的に適用する必要がないよう、「2004 年 1 月 1 日」を、「IFRSs への移行日」に置き換え

ることにより、IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」の B2 項を改訂するものである。同様の免

除措置が、公正価値による金融資産および金融負債の当初の認識に関しても提案されている。本 ED

は、「2002 年 10 月 25 日」または「2004 年 1 月 1 日」という現在の固定した日とは対照的に、「IFRSs

への移行日」以後の取引について、将来に向かっての適用を認めるために IFRS 第 1 号の D20 項を改

訂することを提案している。本提案により、取引が「IFRSs への移行日」より前に発生した場合、初度適

用企業は、金融商品の当初の認識にかかる「デイワン(day1)」の差額の再計算を免除される。 

目次 

 提案の概要 

 発効日 

 

IFRS in Focus 
IASB が公開草案「初度適用企業に対する
固定された日の削除」を公表 
 

注：本資料は Deloitte の IFRS Global Office が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したもので

す。 
この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレター

をご参照下さい。 

IFRS Global office
2010 年 9 月



 

これらの改訂を提案する過程で、IASB は、「2004 年 1 月 1 日」という固定した日は、IFRSs を採用中の、

または今後採用する予定の法域における初度適用企業の財務諸表にはもはや関係しないことを認識

している。さらに、7 月の会議において、IASB は、固定した日にまで遡って取引を再現するコストがベ

ネフィットを超過する可能性が高いことを認めた。 

 

 

発効日 
本 ED に対するコメント締切日は 2010 年 10 月 27 日である。本 ED は、発効日を特定していないが、

早期適用は容認される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見解 

提案された変更に照らすと、過去の取引の結果として認識の中止がなされた金融資産および金融負債に対

し IAS 第 39 号を適用するのに必要な情報が、これらの取引の当初の会計処理時点で得られた場合、初度適

用企業は、これまで通り、企業が選択した日から IAS 第 39 号における認識の中止の要求を遡及的に適用す

ることができる。 
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